
議案第６４号  
財産の取得について  

次のとおり財産を取得することについて議決を求める。 
１ 財産の種類   児童・生徒の教育環境向上事業用 大型モニター他 
２ 取得の方法   随意契約 
３ 取 得 金 額   ２９，１４８，９００円 
４ 取得の相手方   埼玉県本庄市前原二丁目３番２５号  武正株式会社            代表取締役  武 正 進 介   
令和３年８月３１日提出                     入間市長  杉 島 理一郎    

提 案 理 由  
児童・生徒の教育環境向上事業用 大型モニター他を取得したいので、議会の議決に付すべ
き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、この案を提出するものであ

る。 


